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野田市公私連携保育法人評価項目表 

 
評価項目 評価の観点 配点 評価方法 

保育方針 

 

・国の指針及び野田市こども

計画を踏まえ、園児の心身

の発達に配慮した考え方が

示されているか。 

１０ 

国の指針及び野田市こども計画

を踏まえ、園児の心身の発達に

配慮した考え方が示されている

場合には６点とする。 

 

・保育の質向上に向け、具体

的な取組みが示されている

か。 １０ 

保育の質向上に向け、具体的な

取組みが示されている場合には

６点とする。 

児童の健康管

理 

・医療機関等との連携を含め

た、児童の健康管理のため

の適切な方策等が講じられ

ているか。 

適格 

要件 

定期健康診断を実施し、健康状

態について、医療機関等に相談

や連携ができる体制が整備され

ている等、児童の健康管理につ

いて適切な方策等が講じられて

いない場合には失格とする。 

児童虐待対応 

・児童虐待の兆候発見時の対

応等について適切な方策等

が講じられているか。 

適格 

要件 

児童虐待の兆候発見時の対応等

について、適切な方策等が講じ

られていない場合には失格とす

る。 

法人の運営実

績及び財務状

況 

・保育所業務について、同種

（類似）業務の実績は妥当

であり、施設管理に関する

知識を有しているか。 

５ 

保育所業務について、同種（類

似）業務の実績があり、施設管

理に関する知識を有している場

合には３点とする。 

・経営基盤が安定しており、

事業計画に沿った運営を行

う能力を有しているか。 
１０ 

経常損益等がプラスであるなど

経営基盤が安定しており、当面

の事業継続に懸念がないと判断

できる場合には６点とする。 

職員配置等 

・職員の経験年数を考慮し、

バランスの取れた配置とな

っているか。 

１０ 

職員配置（職員の構成、職員の

保有する資格、職員の経験年

数、職員に求める資質等）に偏

りがなく、バランスの取れた職

員配置となっている場合には６

点とする。なお、保育士の構成

等が極めて優れている場合は加

点する。 
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評価項目 評価の観点 配点 評価方法 

・職員の採用及び人材育成に

ついて、明確な考え方はあ

るか。 

・職員の有給休暇取得促進や

仕事と育児の両立支援のた

めの具体的な方策等が講じ

られているか。 

・職員相談窓口の設置やメン

タルヘルス対策のための具

体的な方策等が講じられて

いるか。 

１０ 

処遇の充実、士気高揚策を講

じ、職員が長期に渡り安心して

就労できるための具体的な方策

が講じられている場合には６点

とする。 

園舎の建替え 

・建替え後の園舎について、

保育を行う上での機能性や

デザイン等が魅力的なもの

となっているか。 

１０ 

建替え後の園舎について、保育

を行う上での機能性やデザイン

等に問題ない場合には６点とす

る。 

市及び保護者

との連携 

・保護者と円滑に交流やコミ

ュニケーションを図る体制

が整っているか。 

・市と円滑にコミュニケーシ

ョンを図り、適切に連携す

る体制が整っているか。 

１０ 

三者協議会などにより、保護者

及び市と適切に連携する体制が

整っている場合には６点とす

る。 

給食（おや

つ）の提供 

・給食やおやつの提供に当た

り、栄養管理、食材の選

択、食物アレルギー対応に

ついて、適切な方策等が講

じられているか。 

・食育への取組みについて、

具体的な方策等が講じられ

ているか。 

５ 

アレルギーのある児童への対応

や給食（おやつ）の提供に当た

り、栄養管理や食材の選択のた

めの適切な方策等が講じられて

いる場合には３点とし、食育へ

の取組について具体的な方策等

が講じられている場合には加点

する。 

要配慮児童に

対する保育 

・障がい児等配慮が必要な児

童の受入れ体制について、

適切な方策等が講じられて

いるか。 

５ 

障がい児等配慮が必要な児童の

受入れ体制について、適切な方

策等が講じられている場合には

３点とする。 

地域との連携 

・野田市民の雇用が計画され

ているか。 

・物品及び役務の調達に当た

り、野田市内の事業者への

発注が配慮されているか。 

５ 

職員配置計画における野田市民

の雇用割合が６割以上である場

合には３点とし、野田市民の雇

用割合が８割以上である場合や

市内業者への発注が配慮されて

いる場合には加点する。 
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評価項目 評価の観点 配点 評価方法 

・地域との関わり方、子育て

家庭との関わり方につい

て、適切な方策等が講じら

れているか。 

５ 

育児相談、園庭開放及び保護者

支援への取組み等、地域や家庭

との信頼関係を重視した方策等

が講じられている場合には３点

とする。 

緊急時の危機

管理体制 

・防災、防犯対策が講じられ

ているか。 

５ 

緊急時対応マニュアルに基づき

訓練の実施等、防災・防犯対策

のための具体的な方策等が講じ

られている場合には３点とす

る。 

・児童のけがや病気に対する

安全対策及び衛生管理のた

めの具体的な方策等が講じ

られているか。 

５ 

児童のけがや病気が発生した場

合の安全対策及び児童の健康に

配慮した衛生管理のための方策

等が講じられている場合には３

点とする。 

・要望及び苦情を解決するた

めの具体的な方策等が講じ

られているか。 

５ 

要望及び苦情解決のための体制

が整備されている場合には３点

とする。 

個人情報保護 ・個人情報の適切な保護のた

めの具体的な方策等が講じ

られているか。 

適格 

要件 

個人情報保護マニュアルに基づ

く個人情報の適切な保護が図ら

れる体制となっていない場合に

は失格とする。 

その他市にア

ピールできる

提案 

・その他、保育事業の実施に

おける事業者から市へのア

ピール 

１０ 

市へのアピールされた提案が評

価できる場合は、配点の範囲内

で評価する。 

合計点 １２０ 
 

 

評価点（その他市にアピールできる提案に関する事項を除く） 

区分 評価基準 得点 

Ａ 特に優れている 10 点 ５点 

Ｂ 優れている ７～９点 ４点 

Ｃ 標準的である ５～６点 ３点 

Ｄ やや劣っている ３～４点 ２点 

Ｅ 劣っている １～２点 １点 

 


